
［特集］
「船倉弁天神社 おんだ祭 」
［特集］
「船倉弁天神社 『おんだ祭』」

町
の
人
口

男　2,833 人
女　3,155 人
計　5,988 人
世帯数 2,808 戸
令和7年4月末現在

６
2025(令和7) 年

613No.
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～豊作を祈る春の祭典～
　

春
は
、
農
作
業
の
始
ま
り
の
季
節
。
そ
ん

な
春
、丹
生
谷
大
字
の
船
倉
弁
天
神
社
で
は
、

そ
の
年
の
豊
作
を
祈
り
新
し
い
一
年
の
厄
災

を
払
う
「
お
ん
だ
祭
」
が
毎
年
４
月
の
第
一

日
曜
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

今
月
は
、
約
３０
名
が
参
加
し
た
「
お
ん
だ

祭
」
を
取
材
し
ま
し
た
。

　

創
建
時
期
は
不
明
な
も
の
の
、
江
戸
天

保
時
代
に
は
１７
カ
村
の
郷
社
と
し
て
信
仰

さ
れ
た「
船
倉
弁
天
神
社
」。
標
高
３
０
０

ｍ
と
い
う
高
地
の
「
大
字
丹
生
谷
字
ス
ハ

ル
」
に
位
置
す
る
こ
の
場
所
は
、
神
様
が

下
り
て
き
て
鎮
座
さ
れ
た
場
所
、「
神
様
が

座
っ
た
場
所
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

市
尾
の
如
来
寺
近
く
の
古
道
に
あ
る
「
鳥

居
山
」
に
は
、
船
倉
弁
天
神
社
の
「
一
の

鳥
居
」
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
由
緒
あ
る
船
倉
弁
天
神
社
で
、

毎
年
「
お
ん
だ
祭
り
」
は
行
わ
れ
ま
す
。

船
倉
弁
天
神
社

船
倉
弁
天
神
社
﹁
お
ん
だ
祭
﹂

〜
高
取
で
頑
張
る
﹃
高
取
人
﹄〜

〜
高
取
で
頑
張
る
﹃
高
取
人
﹄〜
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特集　船倉弁天神社「おんだ祭」

　

忌
竹
（
い
み
た
け
）
と
し
め
縄
で
囲
ん
だ

中
を
田
ん
ぼ
に
見
立
て
た
ス
ペ
ー
ス
で
、
い

よ
い
よ
お
ん
だ
祭
り
が
始
ま
り
ま
す
。

　

牛
面
を
被
り
マ
ン
ト
を
着
た「
牛
男
」
と
、

そ
の
牛
を
使
う
「
田
男
」
の
役
割
を
担
う
男

性
が
、
か
ら
す
き
で
掘
り
起
こ
し
、
マ
ン
ガ

で
代
か
き
を
行
い
ま
す
。
牛
男
に
扮
し
た
男

性
が
「
モ
ー
ッ
」
と
声
を
上
げ
る
姿
は
迫
力

満
点
。
約
３０
名
の
参
加
者
は
そ
の
様
子
に
釘

付
け
で
し
た
。

　

う
ね
を
整
え
た
後
は
、
神
に
奉
仕
す

る
神
役
で
も
あ
る
「
早
乙
女
」
と
呼
ば

れ
る
女
性
が
サ
ナ
エ（
杉
葉
の
模
擬
苗
）

で
田
植
え
神
事
を
行
い
ま
す
。　

　

田
ん
ぼ
の
水
口
に
さ
す
と
虫
が
つ
か

ず
豊
作
に
な
る
と
言
わ
れ
る
サ
ナ
エ
。

神
事
終
了
後
は
各
自
の
田
ん
ぼ
の
水
口

に
さ
し
て
、
豊
作
を
祈
り
ま
す
。

▲牛男と田男

▲協力して準備します

▲早乙女による田植えの様子

　

参
加
者
が
一
人
ず
つ
玉
串
奉
納
を
行
っ

た
後
は
、
最
後
に
神
仏
習
合
の
護
摩
焚
き

を
全
員
で
般
若
心
経
を
唱
え
な
が
ら
行
い

ま
す
。

　

由
緒
あ
る
神
社
で
厄
災
を
払
う
と
と
も

に
、
美
味
し
い
お
米
の
収
穫
を
祈
願
し
ま

し
た
。

豊
作
を
祈
っ
て
・
・
・

田んぼに繋がる「さ」田んぼに繋がる「さ」

　〇桜・・・「さ」は「サ神様」で主に田の神様、「くら」は神様の居場所「御座（みくら）」を意味するという説。
　　　　　田の神が桜の花びらに宿り、田に下りて稲作を守護するという。
　　　　　稲作りの始まりと桜の開花時期が同じなので、満開に咲く花の下で豊作を願ったと言われる。
　〇サオリ・・・田植えの開始時に田の神を迎える祭り。
　〇サナブリ・・田植えの終わりに田の神を送る祭り。サノボリの転訛。
　〇サツキ・・・稲の神様が田植えで活躍する5月は「サの月」すなわち「さつき」。
　　　　　　　　この時期に咲く花なので、「さつき」の名前になった。
　★その他、「サナエ」「サオトメ」「サミダレ」なども、田んぼに繋がる言葉です。

模
擬
苗
で
の
田
植
え

牛
男
と
田
男

現地で
知った！
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　町のお知らせ

氏　

名

役
員
名

会　
　
　

長

副　

会　

長

理　
　
　

事

監　
　
　

事

自治会役員

大字区長

大字区長さんを
紹介します！

地域の自治振興のためにお世話いただく区長さんが
決まりました。（※印は新たに区長になられた人）

中
村　

秀
雄

井
上　

光
司

北　
　
　

芳
行

吉
村　

賢
一

車
谷　

泰
宏

岡　
　

健
治

地
震
速
報
の
試
験
放
送
を

実
施
し
ま
す
！

１
人
暮
ら
し
高
齢
者
宅
へ
の

防
火
訪
問
を
行
い
ま
す
。

確
定
申
告
書
期
限
後
提
出
の

町
県
民
税
へ
の
影
響

６
月
３０
日
は
町
県
民
税

第
１
期
分
の
納
期
で
す
。

　

地
震
の
発
生
に
備
え
、
緊
急
地
震
速
報

の
試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。
避
難
行
動
の

確
認
等
に
有
効
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

○
と　

き　

６
月
１８
日
（
水
）
１０
時

○
試
験
内
容　

町
内
４８
か
所
に
設
置
し
て

い
る
防
災
行
政
無
線
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
一

斉
に
緊
急
地
震
速
報
が
流
れ
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ　

総
務
課

　

高
取
町
女
性
消
防
団
で
は
、
毎
年
６
月

に
１
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
お
宅
に
訪
問

し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
の

聞
き
取
り
や
緊
急
時
の
連
絡
先
一
覧
表
の

作
成
や
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
期　

間　

６
月
中

○
対
象
者　

・
例
年
訪
問
し
て
い
る
お
宅

・
大
字
区
長
等
か
ら
情
報
を
い
た
だ
い
た
人

※
希
望
に
よ
る
訪
問
も
可
能
で
す
の
で
、 

    

要
件
を
満
た
す
希
望
者
は
ご
連
絡
く
だ

  

さ
い
。

○
要　

件　

６５
歳
以
上
で
１
人
暮
ら
し
の
人

○
問
い
合
わ
せ　

総
務
課

　

令
和
６
年
分
の
確
定
申
告
書
を
３
月
１６

日
以
降
に
税
務
署
へ
提
出
し
た
人
は
、
申

告
内
容
が
町
民
税
、
県
民
税
の
普
通
徴
収

第
１
期
ま
た
は
特
別
徴
収
６
月
分
の
課
税

に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
は
、
普
通
徴
収
第
２
期
ま
た
は
特

別
徴
収
７
月
分
以
降
に
更
正
し
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ　

税
務
課

　

納
付
書
に
記
載
の
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
や
地
方
税
お
支

払
サ
イ
ト
で
納
付
す
る
場
合
は
領
収
書
が

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
要
な
場
合
は
、
税

務
課
窓
口
ま
た
は
納
税
通
知
書
も
し
く
は

納
付
書
裏
面
に
記
載
の
金
融
機
関
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ　

税
務
課

大　

字

清　

水　

谷

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン

上　

子　

島

下　

子　

島

上　

土　

佐

下　

土　

佐

観　

覚　

寺

吉　
　
　

備

松　
　
　

山

羽　
　
　

内

藤　
　
　

井

市　
　
　

尾

谷　
　
　

田

丹
生
谷
１
区

丹
生
谷
２
区

兵 

庫 

大 

字

車　
　
　

木

越　
　
　

智

寺　
　
　

崎

与　
　
　

楽

田　

井　

庄

薩　
　
　

摩

　
　

森

佐　
　
　

田

氏　

名

※
齊
藤　

宗
男

岡　
　

健
治

中
村　

秀
雄

中
西　

宏
次

※
西
川　

秀
人

奥
村　

徹

※
東
原　

茂

皆
巳　

明
義

奥
村　

弘
則

新
宮　

敬
文

井
上　

光
司

深
谷　

公
俊

新
澤　

良
文

吉
村　

賢
一

西
本　

孔
則

尾
上　

和
男

辻
本　

信
光

川
本　

方
也

吉
川　

壽
英

車
谷　

泰
宏

北　
　

芳
行

東　
　

照
久

　

的
場　

義
嗣

※　

村　

勝
雅
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　町のお知らせ

国民健康保険税の税率

　昨年からの国民健康保険税の税率は変わりませんが、賦課限度額に一部変更があります。

国民健康保険税軽減制度を拡充しました

国民健康保険税の試算例

軽減判定所得の計算に使う金額を増額しました。
５割軽減　：　29.5 万円　→　30.5 万円
２割軽減　：　54.5 万円　→　56万円　　（被保険者一人当たり）

【 年金暮らしの夫婦2人世帯 】
改正前： 82,700円

改正後： 82,700円
　税率は変わらず保険税も変わりません。

【 夫婦で店舗経営の3人世帯 】
改正前： 392,600円

改正後： 360,600円
軽減制度の拡充により保険税が下がります。

【モデルケース①】　　　　　　　　　　　　　　　  【モデルケース②】

区　分

①所得割額
基準総所得額の

②均等割額
1 人につき

③平等割額
1 世帯につき

①+②+③
合計

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分

7.64%

27,600円 11,500円 16,900円

20,000円 8,400円 －

限度額65万円 限度額22万円→24万円 限度額17万円

3.27% 3.03%

※具体的な試算は、令和6年中の所得が分かる資料をお持ちの上、税務課へお越しください。

国民健康保険税の賦課限度額等が改正されます。

夫：世帯主（68歳）、妻：世帯員（67歳）

夫の年金収入：180万円、妻の年金収入：100万円の場合
　夫：世帯主（45歳）、妻：世帯員（42歳）、子：世帯員（5歳）

夫の事業所得：210万円の場合

○問い合わせ　税務課
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　町のお知らせ

STOP 滞納
　

税
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
自

主
的
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
納
期
限
ま
で
に
完

納
さ
れ
な
い
場
合
は
、
納
期
限

内
に
納
め
た
人
と
の
公
平
性
を

保
ち
、
町
の
財
源
を
確
保
す
る

た
め
に
、
本
来
の
税
額
に
延
滞

金
を
加
算
し
て
納
付
す
る
こ
と

に
な
る
ほ
か
、「
滞
納
処
分
」
を

行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

滞
納
処
分
と
は
、
滞
納
者
の

意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
滞
納
し

て
い
る
税
金
を
強
制
的
に
徴
収

す
る
た
め
、
財
産
を
差
し
押
さ

え
て
換
価
し
、
税
金
に
充
て
て

完
納
さ
せ
る
一
連
の
手
続
を
言

い
ま
す
。

督促
　

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、

督
促
状
を
送
付
し
て
納
め
る
よ
う
督
促

し
ま
す
。

財産調査および捜索
　

そ
れ
で
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、
滞
納
者
の
財
産
（
預

貯
金
、
給
与
、
不
動
産
等
）
を
発
見
す
る
た
め
に
、
官
公

署
、
金
融
機
関
、
勤
務
先
、
取
引
先
、
滞
納
者
の
財
産
を

占
有
す
る
第
三
者
等
に
対
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
財
産
の
発
見
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
滞

納
者
や
そ
の
関
係
者
の
住
居
を
強
制

的
に
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
調
査
や
捜
索
は
、
法
律

　

に
基
づ
き
滞
納
者
に
事
前
に
了
解

　

を
得
ず
に
行
い
ま
す
。

　
（
国
税
徴
収
法
第
１
４
１
条
、

　
　
　
　

第
１
４
２
条
〜
第
１
４
７
条
）

差し押さえ
　

財
産
調
査
で
発
見
さ
れ
た
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
ま
す
。
差
し
押
さ
え
を
行
っ
た
場
合
は
、
滞
納
者
や
そ

の
利
害
関
係
者
（
会
社
、
金
融
機
関
、
生
命
保
険
会
社
、

不
動
産
の
抵
当
権
者
な
ど
）に「
差
押
通
知
書
」
を
郵
送
し

ま
す
。
法
律
で
は
、
督
促
状
を
発
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
１０
日
を
経
過
し

た
日
ま
で
に
完
納
し
て
い
な
い
と
き

は
財
産
を
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

差
し
押
さ
え
対
象
財
産
の
例

差
し
押
さ
え
財
産
の
換
価

　

差
し
押
さ
え
た
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
取

り
立
て
、
公
売
に
よ
り
差
し
押
さ
え
財
産
の
換
価
処

分
を
行
い
町
税
に
充
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
換
価

処
分
と
は
、
町
税
等
の
債
権
を
確
保
す
る
最
終
的
な

措
置
で
、
滞
納
者
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
強
制
的
に

財
産
を
取
り
立
て
、
売
却
し
て
代
金
を
滞
納
税
額
に

充
て
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

不
動
産
、
預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
自
動
車
、

バ
イ
ク
、
各
種
債
権
、
そ
の
他

○問い合わせ　税務課
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町のお知らせ

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

制
度
・
重
度
心
身
障
害
老
人
等

医
療
費
助
成
制
度
を
受
給
さ
れ

て
い
る
人
へ

０
歳
〜
１８
歳
の
子
ど
も
の
医
療
費

の
窓
口
負
担
金
を
無
償
化
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
、
医
療
費
助
成
制
度
に

該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
加
入
保

険
お
よ
び
所
得
の
調
査
を
行
い
ま
す
の
で

必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

　

ま
た
は
有
効
期
限
内
の
健
康
保
険
証

　
（
対
象
者
全
員
分
）

・
振
込
先
の
わ
か
る
も
の
（
振
込
先
変
更

　
の
み
）

・
住
民
票
上
の
住
所
地
が
町
外
に
あ
る
対
象

　

者
お
よ
び
対
象
者
を
扶
養
し
て
い
る
人

　

に
限
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

・
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
、
重
度
心

　

身
障
害
老
人
等
医
療
費
助
成
制
度
を
受

　

給
さ
れ
て
い
る
人
は
身
体
障
害
者
手
帳

　

ま
た
は
療
育
手
帳

○
申
請
期
間　

６
月
３０
日
ま
で
（
郵
送
可
）

○
問
い
合
わ
せ　

住
民
課

　

令
和
７
年
８
月
診
療
分
か
ら
子
ど
も
医

療
費
助
成
制
度
・
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
制
度
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

制
度
対
象
の
１８
歳
ま
で
の
子
ど
も
（
１８
歳

の
誕
生
日
以
後
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
）

の
一
部
負
担
金
が
無
償
化
に
な
り
ま
す
。

７
月
中
に「
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
」「
子

ど
も
医
療
費
受
給
者
証
」を
郵
送
し
ま
す
。

※
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
対
象
の
人
は

　

申
請
等
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
県
外
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
は

　

一
部
負
担
金
を
一
旦
支
払
い
、
住
民
課

　

で
支
給
申
請
が
必
要
で
す
。

○
問
い
合
わ
せ　

住
民
課

入院時の食事負担額のこと、
　　　　ご存じですか？

国保だより
　４月１日から負担額が変更されました。
　入院時の食事代には、１食あたり 510円の負担が必要です。
　ただし、次の場合は事前の申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、
それぞれ次の金額に減額されます。

①世帯主および国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する人。 １食240円

②①の場合で、過去１年間の入院日数が90日を超えている人（病院の
　領収書や入院証明書など、入院が90日を超えていることが確認でき
　る書類が必要です）。

１食190円

③70歳から74歳の人で、世帯主および国保加入者全員が住民税非課
　税で、その世帯の各所得が必要経費と控除額（年金の所得は控除額を
　80万円として計算）を差し引いたときに0円となる人。

１食110円

※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても減額されます。
　マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、長期入院（過去1年間の入院日数が91日以
　上）の人は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。
※申請には被保険者証とマイナンバーが必要です。
※認定証の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼりますが、前の月までさかのぼること
　ができませんのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○問い合わせ　住民課
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　町のお知らせ

広報たかとり 2025 年 6月号

第
５４
回
差
別
を
な
く
す
町
民
集
会

「『
女
だ
か
ら
』『
男
だ
か
ら
』で
は

な
く
、『
私
だ
か
ら
』
の
時
代
へ
」

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」を

ご
存
じ
で
す
か
？

精
神
障
害
者
医
療
費
受
給
資
格

証
を
お
持
ち
の
人
へ

　
「
第
５４
回 

差
別
を
な
く
す
町
民
集
会
」

を
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
と　

き　

６
月
７
日
（
土
）

　
　
　
　
　

受
付　

９
時
〜

　
　
　
　
　

開
演　

９
時
３０
分
〜

○
と
こ
ろ　

リ
ベ
ル
テ
ホ
ー
ル

○
講　

演

　

演
題　
「
笑
う
門
に
は
女
性
活
躍
」

　

〜
落
語
界
の
男
女
共
同
参
画
〜

　

講
師　

落
語
家　

桂　

三
扇　

さ
ん

○
高
取
中
学
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
演
奏

○
高
取
町
観
光
大
使
委
嘱
式

・「
や
な
せ 

な
な
」
さ
ん

・「
お
や
Ｇ
バ
ン
ド 

高
一
歌
笑
楽
団
」
さ
ん

・「
奥
村 

ゆ
か
」
さ
ん

○
高
取
町
人
権
擁
護
委
員
活
動
報
告

○
そ
の
他

・
た
か
む
ち
小
学
校
児
童
の
人
権
作
文
展

・
て
ん
い
ち
先
生
４
コ
マ
漫
画
カ
ラ
ー
パ

　
ネ
ル
展

・
託
児
コ
ー
ナ
ー
有
り

○
問
い
合
わ
せ　

高
取
町
人
権
・
同
和
問

　

題
啓
発
活
動
推
進
本
部
（
住
民
課
）

　

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
６
月

１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定

め
、
人
権
擁
護
委
員
が
皆
さ
ん
の
相
談

に
応
じ
る
存
在
と
し
て
各
市
町
村
に
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
日
と
し

て
い
ま
す
。

　

毎
月
第
２
水
曜
日
、
役
場
で
人
権
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
同
日
は
、

電
話
相
談
も
１０
時
〜
１２
時
ま
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

本
町
の
人
権
擁
護
委
員
を
紹
介
し
ま

す
。

・
新
宮　

佐
和
子
氏　

・
上
本　

勝
道
氏

・
鎌
田　

完
子
氏　

・
川
本　

方
也
氏
（
令
和
７
年
１
月
〜
）

○
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

　

月
に
一
回
開
催
し
て
い
る「
高
齢
者
向
け

ス
マ
ホ
教
室
」。
今
月
は
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
と　

き　

６
月
１８
日
（
水
）

　
　
　
　
　

１３
時
３０
分
〜
１６
時
３０
分

○
と
こ
ろ　

交
流
拠
点
施
設
ワ
ニ
ナ
ル　

　
　
　
　
　
（
上
土
佐
６２
番
地
１
）

○
内　

容　

電
話
帳
、文
字
入
力
、絵
文
字
、

　

マ
ナ
ー
モ
ー
ド
、
機
内
モ
ー
ド
等
、
基
本

　

的
な
ス
マ
ホ
の
操
作
を
身
に
付
け
よ
う

○
対
象
者　

６０
歳
以
上
で
町
内
在
住
の
人　

　
　
　
　
　
（
先
着
１０
名
）

○
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ　

総
合
政
策
課

　
　
　
　
　

０
７
４
４
（
５
２
）
３
３
３
４

　

現
在
お
持
ち
の
医
療
費
受
給
資
格
証
の

有
効
期
限
は
７
月
３１
日
で
す
。
引
き
続
き

対
象
者
に
該
当
す
る
か
を
確
認
す
る
た
め

に
加
入
保
険
お
よ
び
所
得
の
調
査
を
行
い

ま
す
の
で
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書（
５
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。）

・
加
入
医
療
保
険
の
資
格
情
報
が
わ
か
る

　
も
の

（
例
）
資
格
確
認
書
、資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
、
有
効
期
限
内
の
健
康
保
険
証
等
（
対

象
者
分
。
コ
ピ
ー
可
。）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の（
税
法
上

　
の
扶
養
義
務
者
が
い
る
人
は
そ
の
人
の

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
も
必
要
で
す
。）

・
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

・
振
込
先
が
分
か
る
も
の（
振
込
先
に
変
更

　
が
な
い
場
合
は
不
要
で
す
。）

・
令
和
７
年
１
月
２
日
以
降
に
本
町
に
転

　
入
し
た
人
は
、１
月
１
日
現
在
の
住
所
地

　
市
町
村
発
行
の
令
和
７
年
度
の
所
得
証

　
明
書
（
コ
ピ
ー
可
。）

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
コ
ピ
ー

　

可
。）

○
申
請
期
間

・
６
月
２７
日
ま
で
（
郵
送
可
）

○
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

高
齢
者
向
け
ス
マ
ホ
教
室
を

開
催
し
ま
す
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　町のお知らせ

○問い合わせ　事業課

悪質な宅地内下水管の点検・清掃業者に注意してください
　最近、宅地内の排水設備の点検や清掃などを無料で行うという業者が各家庭を
訪問しています。中には、『役場の方からきた』『役場から頼まれた』など役場と
の関係を匂わせて修理や清掃を迫る業者もいるようです。町が業者に依頼して、
宅地内の排水管などを点検、清掃させることはありません。不必要な清掃を頼ん
で高額な代金を請求されないよう気を付けましょう。
　排水管の心配や不具合、改造工事のことは、町指定の排水設備工事店にご相談
ください。

下水道に関するお知らせ

　本町では汚水は下水道に、雨水は側溝などを通って河川に流れています。下水道に大量の雨
水が流れると下水道管が満水になって水洗トイレが使えなくなったり、マンホールから汚水が
噴き出したりすることがあります。
　雨水の下水道への浸入が疑われる場合は、次の通り確認をお願いします。

□ 雨どいが誤って汚水のますにつながっていませんか？
□ 雨の日、水道を使っていないのに、汚水のますの中を大量の水が流れていませんか？
□ 汚水のますの蓋が壊れていませんか？

大雨の日に大量の雨水が下水道施設に流れ込むと・・・

 確認ポイント

皆さんの下水道に対するご関心とご協力が、安全な下水処理へとつながります。

６月１日～７日は　　　　　　です。
　そろそろ冷たい水がおいしくなる季節。水道水は
大切な飲み水であることはもちろん、料理や洗濯、
お風呂や水洗便所などいろいろな所で使われていま
す。
　皆さんの家の蛇口から出てくる水道水は、ダムや
川などの水が浄水場できれいにされ、町内の水道管
を通って届けられています。
　６月１日から１週間は水道週間です。この機会に
水道のことを考えてみましょう。
■水道メーターはいつでも見られるように！
　水道メーターは、皆さんが使った水量を量り、水
道料金の支払のもとになる大切なものです。いつで
も正確に能率よく検針できるようにご協力をお願い
します。
■屋内漏水の見つけ方
　家の中の蛇口を全部閉めてから水道メーターを見
て、パイロット（銀色の六角形）が動いているとき
は屋内漏水の疑いがあります。町登録の指定給水装 ○問い合わせ　事業課

置工事事業者に調査を依頼してください。
　水道メーター検針時に屋内漏水を発見した場合、
緊急を要するときは止水栓を一時止めることがあ
ります。　
■水道工事は町登録の指定事業者に
　ご家庭で給水装置の新設、増設、修理などの工
事を行うときは、町登録の指定給水装置工事事業
者にお申し込みください。
■口座振替利用の人
　毎月22日（休日の場合は翌営業日）は、口座振
替指定日です。預金不足などで振替できなかった
場合は、翌月の5日に再度振り替えます。
　22日に振替できるよう残高確認をお願いします。
■こんなときはすぐ届け出を
・水道の所有者、使用者が変わるとき。
・水道を開栓または閉栓するとき。
・転入、転出、転居するとき。

水道週間
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農
業
機
械
に
つ
い
た
土
や
泥
は

道
路
に
落
と
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

広
報
た
か
と
り
５
月
号
記
事
の

訂
正

吉
野
川
分
水
の
通
水
が

始
ま
り
ま
す
。

教
科
書
展
示
会
の
お
知
ら
せ

図書室カレンダー
リベルテホール図書室の開室日は次のとおりです。ご確認の上ご来館ください。

○問い合わせ　教育委員会事務局　0744 (52) 3715

月月 ７６ 休室日

日 月
1
87

２
9 10

14
21
28

22
29

23
30 31

24 25 26
27

15 16 17 18 19
20

11 12
13

3 4 5
6

火 水 木 金 土日 月
54 6 7

11
18
25

19
26

20
27

21
28

29 30
22 23 24

12 13 14
15 16 17
8 9 10
1 2 3

火 水 木 金 土

　

農
地
で
ト
ラ
ク
タ
ー
や
田
植
え
機
、
コ

ン
バ
イ
ン
な
ど
の
農
業
機
械
を
使
用
し
た

後
、
道
路
に
泥
を
落
と
し
た
ま
ま
移
動
す

る
事
例
が
度
々
発
生
し
て
お
り
、
通
行
者

や
近
隣
住
民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

道
路
に
落
ち
た
土
や
泥
の
塊
は
道
路
を

汚
す
だ
け
で
な
く
、
歩
行
者
や
自
動
車
・

オ
ー
ト
バ
イ
、
自
転
車
な
ど
の
通
行
の
妨

げ
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
土
や
泥
な
ど
は

滑
り
や
す
い
た
め
、
交
通
事
故
を
誘
引
す

る
原
因
に
も
な
り
、
大
変
危
険
で
す
。

　

農
業
機
械
で
公
道
を
移
動
す
る
際
は
、

交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
の

こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
確
認
ポ
イ
ン
ト
】

□
田
や
畑
か
ら
公
道
へ
出
る
前
に
は
、
で

　

き
る
だ
け
土
や
泥
を
落
と
す
よ
う
心
掛

　

け
て
く
だ
さ
い
。

□
道
路
を
汚
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
す

　

み
や
か
に
泥
の
除
去
・
清
掃
を
お
願
い

　

し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る
よ
う
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ　

ま
ち
づ
く
り
課

　

６
月
１
日
か
ら
吉
野
川
分
水
の
通
水

が
始
ま
り
ま
す
。
通
水
期
間
中
は
吉
野

川
分
水
の
用
水
路
や
ゲ
ー
ト
な
ど
、
農

業
用
水
利
施
設
に
近
づ
か
な
い
で
く
だ

さ
い
。

○
通
水
期
間　

６
月
１
日
〜
９
月
２０
日

○
問
い
合
わ
せ　

ま
ち
づ
く
り
課

　

大
和
平
野
土
地
改
良
区　

　

０
７
４
４
（
２
２
）
２
０
５
２

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
教
科
書
に
つ
い
て

理
解
い
た
だ
く
た
め
、
教
科
書
の
展
示

会
を
開
催
し
ま
す
。

○
と　

き　

６
月
１３
日
〜
７
月
１１
日　

　
　
　
　
　

９
時
〜
１７
時

　
　
　
　
　
（
休
館
日
を
除
く
）

○
と
こ
ろ　

リ
ベ
ル
テ
ホ
ー
ル
図
書
室

○
展
示
教
科
書

・
小
中
学
校
の「
全
教
科
」
検
定
済
み
教

　

科
書

○
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
事
務
局

　

０
７
４
４
（
５
２
）
３
７
１
５

県
南
部
に
お
け
る
分
家
住
宅

　

本
町
は
、
県
南
部
地
域
に
お
け
る
分

家
住
宅
の
対
象
地
域
で
す
。

　

市
街
化
調
整
区
域
は
、
無
秩
序
な
開

発
を
抑
制
す
べ
き
区
域
で
建
築
等
が
抑

制
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
定
め
ら
れ
た
要

件
に
該
当
し
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
は
建
築
が
可
能
と
な
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ　

事
業
課

　

広
報
た
か
と
り
５
月
号
で
お
知
ら
せ

し
た
、
社
会
体
育
団
体
「
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
（
９
人
制
）」
の
新
規
会
員
募
集
の
記

事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し

て
訂
正
し
ま
す
。

誤
：
会
費
等　

５
，
５
０
０
円
／
月

正
：
会
費
等　

５
０
０
円
／
月

○
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会
事
務
局

　

０
７
４
４
（
５
２
）
３
７
１
５
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　町のお知らせ

高
取
中
学
校
で
中
庭
コ
ン
サ
ー
ト

が
行
わ
れ
ま
し
た
！

高
取
中
学
校
で
交
通
安
全
教
室

が
行
わ
れ
ま
し
た
！

　

４
月
１５
日
、
高
取
中
学
校
で
中
庭
コ
ン

サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
吹
奏
楽
部

の
演
奏
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
行
わ
れ
た
部
活
紹
介

で
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン
が
各
部
活
の
楽
し
さ

や
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
多
く
の
生
徒
が

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
か
ら
見
学
し
ま
し
た
。

　

迫
力
の
あ
る
演
奏
で
盛
り
上
が
り
、
楽

し
い
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
し
た
。

　

４
月
２１
日
、
高
取
中
学
校
の
全
校
生
徒

を
対
象
に
、
交
通
安
全
教
室
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
桜
井
自
動
車
学
校
と
橿
原
警
察
署

の
職
員
が
、
自
転
車
に
関
す
る
注
意
点
や

ル
ー
ル
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
の
大
切
さ
を

全
校
生
徒
に
伝
え
ま
し
た
。

　

自
分
や
周
り
の
人
た
ち
の
大
切
な
命
を

守
る
た
め
に
も
、自
転
車
の
点
検
を
行
い
、

乗
り
方
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

　4月 15～ 18日の4日間、大阪・関西万博の関西パビリオン多目的エリアにて本町も出展
しました。
　ブースでは、「くすりの町」高取町のPRグッズの配布や町内企業の紹介、兜や陣羽織を着用
しての写真撮影等を行いました。大人から子どもまで多くの人に興味を持っていただき、国内は
もちろん海外の人にも本町をアピールする貴重な機会となりました。
　9月にも再度出展予定ですので、万博にご来場の際はぜひお立ち寄りください。

大阪・関西万博に出展しました！

○問い合わせ　総合政策課
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　町のお知らせ

奈
良
県
広
域
消
防
組
合　

映
像
通
報
シ
ス
テ
ム

「
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
１
１
９
」
を

導
入
し
ま
し
た
！

草
刈
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

自衛官等募集案内
募集種目 受付期間 試験日（一次試験） 資格

通年行っています。

4月 23 日～6 月 6 日

4 月 23 日～6 月 6 日

6 月 14 日

7 月 1 日～9 月 2 日

一次試験　6月14日
二次試験　7月26日～8月1日

9月13日～21日
　　※内1日

自衛官候補生

幹 部 候 補 曹

一 般 曹 候 補 生

幹 部 候 補 生

受付時にお知らせします。 18歳以上33歳未満

20歳以上33歳未満

18歳以上33歳未満

大学卒（見込み含む。）
22歳以上26歳未満

※修士課程修了者等（見込み
含む。）は28歳未満

http://www.mod.go.jp/pco/nara/
○問い合わせ　自衛隊奈良地方協力本部　橿原地域事務所　0744（29）9060

不
法
就
労
・
不
法
滞
在
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　

市
尾
墓
山
古
墳
は
、「
市
尾
墓
山
古
墳
を
守

る
会
」
が
年
に
５
回
草
刈
り
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
高
齢
化
に
よ
り
人
手
不
足
に
な
っ
て
い
ま

す
。そ
こ
で
、
草
刈
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

ま
す
。

　

市
尾
墓
山
古
墳
の
き
れ
い
な
景
観
維
持
に
力

を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。
参
加
し
て
い
た
だ
け
る

人
や
質
問
の
あ
る
人
は
、
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
と　

き　

　

第
３
回　

６
月
２９
日
（
日
）　

８
時

　

第
４
回　

８
月
３
日
（
日
）　

７
時

　

第
５
回　

９
月
２８
日
（
日
）　

８
時

※
第
１
、
２
回
草
刈
り
は
終
了
し
ま
し
た
。

○
対
象
者　

本
町
在
住
の
人

○
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

　

０
７
４
４
（
５
２
）
３
７
１
５

「
通
報
者
と
指
令
員
を
映
像
で
繋
ぐ
！！
」

　

映
像
通
報
シ
ス
テ
ム
「
Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
１
１

９
」
と
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
１

１
９
番
通
報
時
、
指
令
員
が
必
要
と
判
断

し
、
通
報
者
の
了
承
が
得
ら
れ
た
場
合
、

通
報
者
と
指
令
員
と
の
間
で
映
像
の
送
受

信
が
可
能
と
な
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

正
確
で
素
早
い
状
況
把
握
や
、
指
令
員

か
ら
通
報
者
へ
の
応
急
手
当
映
像
の
送
信

に
よ
り
、
救
命
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が

期
待
で
き
ま
す
。

○
注
意
事
項

・
通
信
費
は
通
報
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
（
１
分
間
に
１５
〜
３０
Ｍ
Ｂ
）

・
使
用
に
あ
た
り
、事
前
登
録
や
ア
プ
リ

　

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
不
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

　

さ
い
。   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

http://w
w
w
.naraksk1

1
9
.jp/

○
問
い
合
わ
せ　

奈
良
県
広
域
消
防
組
合 

　

消
防
本
部
警
防
部
通
信
指
令
課

　

０
７
４
４
（
２
６
）
０
１
１
５

　

不
法
滞
在
者
の
多
く
が
不
法
就
労
し
、

悪
質
な
仲
介
事
業
者
等
が
関
与
す
る
事
案

も
後
を
絶
た
な
い
状
況
で
す
。
ま
た
、
不

法
滞
在
者
に
よ
る
悪
質
な
犯
罪
も
多
く
発

生
し
、
治
安
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
就
労
や
不
法
滞
在
を
許
さ
な
い
社

会
環
境
づ
く
り
が
大
切
で
す
。

　

外
国
人
を
雇
用
す
る
際
は
、
パ
ス
ポ
ー

ト
や
在
留
カ
ー
ド
を
確
認
し
て
在
留
資

格
・
期
間
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

不
法
滞
在
者
や
働
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
外
国
人
を
雇
用
し
た
り
、
不
法
滞

在
を
援
助
し
た
り
す
れ
ば
、
法
律
に
よ
り

罰
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
不
法
滞
在
者
と
は

・
有
効
な
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
た
ず
に
不
法

　
入
国
し
た
人
。

・
在
留
（
滞
在
）
期
間
を
超
え
て
も
出
国

　
せ
ず
不
法
に
滞
在
し
て
い
る
人
。 

※
不
法
就
労
者
が
日
本
国
内
で
働
い
た

　

り
、
ま
た
、
正
規
滞
在
者
で
あ
っ
て
も

　

働
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
在
留

　

資
格
で
働
く
こ
と
は
、
不
法
就
労
活
動

　

に
な
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ　

橿
原
警
察
署



広報たかとり 2025 年 6 月号13

お気軽にご相談を！
( 人権相談 )( 人権相談 ) ( 行政相談 )( 行政相談 )

( 心配ごと相談 )( 心配ごと相談 )

○と　き　6月11日（水）
　　　　　10時～12時
○ところ　役場1階　相談室
○相談員　新宮 佐和子

○と　き　6月25日（水）13時～15時
○ところ　リベルテホール1階　会議室
○相談員　岸田 道博、西尾 智明、吉川 勝子

○と　き　6月11日（水）
　　　　　13時～15時
○ところ　役場1階　相談室
○相談員　森本 啓治

くらしの情報

短 

歌
俳 

句

せ
せ
ら
ぎ
の
水
音
す
が
し
朝
の
道

耳
を
澄
ま
せ
ば
鳥
の
声
す
る　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井 

俊
一

田
楽
を
好
み
た
ま
い
し
義
母
偲
び

茄
子
の
皮
む
く
初
夏
の
厨
に　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
田 

幸
子

芋
峠
越
せ
ば
眩
し
き
村
薄
暑　

                              

増
田 

貞
子

病
葉
の
一
枚
流
る
飛
鳥
川　

                              

吉
田 

修
司

さ
さ
く
れ
し
男
綱
に
夏
の
空
真
青　

                              

増
田 

敏
子

手話をみんなのことばに
　手話が身近な言語（ことば）になるよう、簡単な手話をご紹介しま
す。ぜひ皆さんも一緒にやってみましょう！

左手甲に小指側を直角に乗せた右手を上げながら頭を下げる。
○問い合わせ　福祉課

は
は

① ②

危
険
物
安
全
週
間
の

お
知
ら
せ

　

危
険
物
災
害
の
防
止
と
貯
蔵
・
取
扱
い

の
注
意
喚
起
を
行
う
た
め
、「
危
険
物　

無

事
故
へ
挑
む　

ゴ
ン
グ
鳴
る
」を
標
語
に
、

６
月
８
日
か
ら
１４
日
ま
で
の
１
週
間
、全

国
一
斉
に
危
険
物
安
全
週
間
を
実
施
し

ま
す
。

　

危
険
物
の
貯
蔵
・
取
扱
い
に
十
分
注

意
し
て
、
危
険
物
に
よ
る
災
害
を
な
く
し

ま
し
ょ
う
。

○
問
い
合
わ
せ　

高
市
消
防
署
予
防
課　

　

０
７
４
４
（
５
２
）
４
４
９
９

「ありがとう」
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可燃物『もえる』ごみ 資源物（かん・びん・ペットボトル）ごみ

し尿収集予定表不燃物『もえない』ごみ

月・ 木 曜日コース 第 1・第 3  金 曜日 第 2・第 4  金 曜日

第 1・第 3  木 曜日 第 2・第 4  木 曜日

　月ごみ収集日

火・金 曜日コース

第1・第3　水 曜日コース

第2・第4　水 曜日コース

日 曜 収集大字 収集大字

ごみ１１０番
TEL 0744 (52) 3334
内線 500・501
住民課環境事務所

日 曜

2日

6月

月

下土佐・観覚寺・吉備・
松山・羽内・藤井

市尾・谷田・車木・
越智・寺崎・与楽

丹生谷・兵庫・田井庄・
薩摩・森・佐田

清水谷・グリーンタウン・
上子島・下子島・上土佐

下子島・上土佐・下土佐
観覚寺・清水谷・羽内・松山
市尾・越智・薩摩・藤井
田井庄・車木・丹生谷

市尾・越智・羽内・与楽
兵庫・寺崎・谷田

清水谷・グリーンタウン・上子島・
下子島・上土佐・丹生谷・兵庫・田井庄・
薩摩・森・佐田

清水谷・グリーンタウン・上子島・
下子島・上土佐・丹生谷・兵庫・田井庄・
薩摩・森・佐田

下土佐・観覚寺・吉備・松山・羽内・藤井・
市尾・谷田・車木・越智・寺崎・与楽

下土佐・観覚寺・吉備・松山・羽内・藤井・
市尾・谷田・車木・越智・寺崎・与楽

18日 水

6日 金 谷田

上子島・下子島・佐田・薩摩
観覚寺・吉備・森

丹生谷

19日 木

17日 火 20日 金

※ごみ搬出は、所定の場所に当日の8時30分までにお願いします。
※【　　】内は次月の最初の収集日。
※ごみを分別するときは、ごみの分別表および家庭ごみの出し方
　と分け方ガイドブックを参考にしてください。
※粗大ごみの収集は、別途料金が必要です。申込時にご確認ください。

〰〰〰〰〰〰〰〰

※蛍光灯は町指定袋には入れず別の袋や空き箱
　に入れてください。

（作業の都合上日程が前後する場合があります。）

※ごみの減量にご協力をお願いします。

※し尿の収集日は変更になる場合があります。
　集金については、日にちが前後しますのでご注意してください。
　　　　　　　　　 ○問い合わせ　新晃株式会社   0744 (22) 5258

くらしの情報

6

2日・5日・9日・12日・16日・19日・
23日・26日・30日【7月3日】

4日・18日【7月2日】

6日・20日【7月4日】

5日・19日【7月3日】

11日・25日【7月9日】

13日・27日【7月11日】

12日・26日【7月10日】3日・6日・10日・13日・17日・
20日・24日・27日【7月1日】

○医療機関名　平尾病院　
○住所　　　　橿原市兵部町6-28
○電話番号　　0744(24)4700

高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種指定医療機関の追加

○医療機関名　うえは整形外科
○住所　　　　橿原市白橿町2-2211-1　
　　　　　　　かしはら健康の森1階
○電話番号　　0744(51)0806

○問い合わせ　保健センター　
　　　　　　　0744（52）5111
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子育て・健康

6月のアミィクラブ＆
　　　  わくわくエンジェル（合同開催）

　　　　　　　　

6月のケアマネによる介護個別相談

6月の臨床心理士による教育相談 7月の『元気サロン』

　　　　　　　　

○と　き　　17日（火）　10時～11時 30分
○ところ　　たかとり保育園
○対象者　　未就学児とその保護者
○内　容　　乳児の虫歯予防教室　　
○問い合わせ　子育て支援センター（たかとり保育園内）
　　　　　　　0744（52）3786

○と　き
　1日（火）　「リフレッシュ運動～健康体操～」
　9日（水）　「機能改善運動～リハビリ体操～」
　24日（木）　「のびのび運動～棒体操～」
　いずれも10時～11時（受け付け9時30分～10時）
○ところ　リベルテホール　2階大研修室
○対象者　本町在住の65歳以上の人
○定　員　各日25名 (定員になり次第締め切ります。）
○持ち物　運動靴、タオル、お茶や水など
※通院中の人や体に心配のある人はかかりつけ医に
　相談してください。
○申し込み・問い合わせ　地域包括支援センター

　たかとりケアマネ会では、地域に出向いて介護
個別相談を行っています。お気軽にお越しくださ
い。
○と　き　　19日（木）　13時 30分～15時
○ところ　　兵庫憩の家
○主　催　　高取町介護支援専門員連絡協議会
　　　　　　（たかとりケアマネ会）
○問い合わせ　地域包括支援センター

○と　き　　6日、13日、20日、27日の金曜日
　　　　　　いずれも13時～17時
　　　　　　　（一人45分の事前予約制）
○相談場所　リベルテホール
○対象者　　本町在住の原則4歳から高校生まで
　　　　　　とその保護者
○その他　　小中学校でスクールカウンセラーに
　　　　　　よる相談も行っています。日時等は
　　　　　　小中学校へお問い合わせください。
　　　　　　（在校生対象）
○申し込み、問い合わせ　
　　　　        教育委員会事務局    0744（52）3715

7月のいい歯歯（母）教室（妊産婦交流会）
　　　　　　　　　　　　　   ≪申込制≫
○と　き　8日（火）　13時～13時10分受け付け
○ところ　保健センター
○対象者　妊娠4～8か月の妊婦および産婦
○内　容　歯科検診、歯科相談、助産師による産前産
　　　　　後相談など
○持参品　問診票（産婦の人には申し込み後に送付
　　　　　します。）、母子健康手帳
○申し込み・問い合わせ　保健センター
　　　　　　　　　　　　0744（52）5111
　　　　　　　　　　　　※6月 30日（月）まで

7月の健康相談（栄養相談）
　高血圧、糖尿病、高脂血症など生活習慣病でお悩み
の人、妊娠中、出産後の健康管理にお役立てください。
○と　き　14日（月）13時 30分～15時受け付け
○ところ　保健センター
○対象者　原則40歳以上の人、妊産婦
○内　容　尿検査、身体測定、血圧測定、体組成測定、
　　　　　栄養相談、足指力測定、健診結果の説明、
　　　　　健康に関する相談
○定　員　4名【管理栄養士による栄養相談のみ予約制】
　　　　　※7月1日（火）までに保健センターへお
　　　　　申し込みください。
○持ち物　健康手帳（お持ちでない人は当日保健セン
               ターで交付します。）
○問い合わせ　保健センター　0744（52）5111
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農作業中の熱中症を
予防しましょう!!
農作業中の熱中症を
予防しましょう!!
夏に向けて、農作業中に熱中症になる人が増えてきます。
熱中症は正しい知識を身につけることで、適切に予防することが可能です !! 

予防のポイント予防のポイント

高温時の作業は極力避け、日陰や風通し
のよい場所で作業

喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給

複数名で作業を行う、時間を決めて
連絡を取り合う

○出典　農林水産省HP

帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の
活用

・死亡事故の約85％が7～8月に発生
  している一方で3～6月にも発生

過去10年の
死亡者数計
 259名
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暑さを避ける こまめな休憩と水分補給

単独作業は避ける 熱中症対策アイテムの活用

（人）

農作業中の熱中症による死亡者数（月別）農作業中の熱中症

農業者の
皆さんへ

・毎年、全国で約30名が農作業中の
  熱中症により死亡
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